
貯水槽水道の管理の徹底 
【貯水槽水道設置者の皆様へ】 

    近年、マンションなどの建築物が高層化するなかで、貯水槽を介して給水する貯水槽水道（ビルなどの建物内の水道）が増加しています。 

    しかしながら、これらの内で定期的な清掃や検査などの管理が不十分なため、しばしば衛生上の問題が発生する事例がみられます。 

    このことから、平成14年に水道法の改正が行われ、柳川市においてもこれまでの給水条例に「貯水槽水道」について「市の責務」や「設置者の責務」の 

   条文を追加することにより、より一層の貯水槽水道の管理の徹底が図られることになりました。 
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     ・検査結果に基づく改善指示              

     ・給水停止命令              

     ・報告徴収、立入検査               
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     ・簡易専用水道に準じた規制、指導        ・適切な管理、検査受検の指導    

                  ・施設への立入、改善の助言勧告    

                          

                          

   ※(社)日本水道協会資料より                 

                          

                          

 

簡易専用水道 

(有効容量 10㎥超) 

・管理基準の遵守 

・第三者機関による検査の受検 

地域の実情に応じた 

積極的な関与 

水道事業者と連携した 

取組みの強化 

給水契約 

給水契約 

水道法による規制 

小規模貯水槽水道 

(有効容量 10㎥以下) 

 

・簡易専用水道に準じた管理 

条例・要綱による 

規制、指導 

検査の徹底 

管理の改善 
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